
 

 

市川市コミュニティバス運行指針 

 

≪地域・運行事業者・市の協働を目指して≫ 
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はじめに  

高 度成長 期には 、住宅 の開発 が市内の 至る ところで 進めら れ、そ れに併

せて 鉄道駅 からバ スが放 射線状 に路線を 延ばし てきま した。 その結 果市内

には 、現在 の路線 バスの バス停 や鉄道駅 などか ら遠い 、いわ ゆる交 通不便

地が 点在し ていま す。こ のよう な交通不 便地で あって も道路 が狭い 、坂が

ある 、また 、利用 者が少 ない等 の理由で バスが 運行の できな い地区 があり

ます 。 

 

ま た近年 のモー タリゼ ーショ ンの進展 によ り自家用 車の普 及が進 んだこ

とで 交通渋 滞が発 生し、 これま で多くの 通勤通 学の足 を支え てきた 路線バ

スの 定時運 行が難 しくな ったこ とから路 線バス は利用 者を減 少させ 続けて

きま した。 

路 線バス は利用 者の減 少によ り全国の 各地 で路線の 廃止や 減便が 相次い

でい ます。 

 

一 方 高 齢者 の 運 転す る 自 動車 事 故 が 報道 で 取 り上 げ ら れる 事 が 多 くな

り、 運転免 許証を 返納す る方も 増えてい ると報 道され ていま す。ま た、こ

れま で自転 車を利 用され ていて も高齢に より自 転車に 乗れな くなる 方が増

加し ていくもの と考えられま す。 

 

市 川市で は、今 後高齢 者だけ ではなく 小さ なお子さ んをお 持ちの 親御さ

ん等 が暮ら しやす い街に するに は、公共 交通の 持つ役 割がま すます 重要に

なっ てくると考 えています。  

 

こ の制度 により 、住宅 地と公 共公益施 設、 医療施設 、商店 街、鉄 道駅や

バス 停など を結び 交通不 便地を 解消する コミュ ニティ バスを 地域の 方々と

市が 協力し て、地 域が地 域の公 共交通の ことを 考え交 通不便 地の解 消をで

きる 制度を目指 して本指針を 策定するこ とになりま した。 
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１  

 この 指針は、コ ミュニティバ スの導入等 についての ルールを定め ます。 

 

   市川 市では、 平成１ ７年１ ０月か ら社会 実験によ るコミ ュニテ ィバス の運行

を 開始し 、半年 間の運 行により 本市 における コミュ ニティ バスの 導入につ いて

判 断する ことと してい ました。 しか しながら 実際に バスを 運行す る中で、 実験

し ておく べき課 題が顕 在化した こと から、運 行期間 を延長 しなが ら、運行 計画

の 変更や アンケ ート調 査を実施 する とともに 、地域 の方々 に参加 をお願い する

「 市川市 コミュ ニティ バス評価 委員 会」によ り市民 の参加 を求め てまいり まし

た 。 

   評価 委員会か らは、 運賃外 の収入 につい ても検討 すべき とのご 意見を いただ

き 、バス 車体を 利用し た「広告 制度 」や地域 の方々 に応援 してい ただく「 協賛

制 度」につい ても実験して まいりまし た。 

   また アンケー ト調査 では、 市が主 体とな って、企 画・計 画・運 行する のでは

な く、地 域の方 々、バ ス事業者 、市 の協働に より運 行して いくこ とが望ま れて

い る事が判明 してきました 。 

 

 

新た にコミ ュニテ ィバス の導入 や運行 計画の 変更を 要望さ れた 場合には 、要

望 をされ た地域 の方々、 バス事 業者、 そして 市がど のような 役割分 担の中 でコ

ミ ュニテ ィバス の新規導 入・運 営して いくの かを本 指針で定 めるこ ととし まし

た。  

 

 

   これ までは、 コミュ ニティ バスの 新たな 導入や運 行計画 の変更 要望が あって

も 統一し た基準 がなか ったこと から 、要望の 一つ一 つを個 々に判 定する必 要が

あ り、個 々の要 望に全 く対応の でき ない状況 でした 。本指 針では 、新たに コミ

ュ ニティ バスを 導入及 び運行計 画の 変更要望 のあっ た場合 の対応 として、 市の

基 本的な 考え方 と基準 を示すこ とと しました 。今後 は、こ の指針 により統 一し

た 基準で判断 することにな ります。 

１．指針の位置づけ 

●指針とは 

●要望への対応 

●指針策定の背景 



【１．指針の位置づけ】 
 

 - 2 - 

 

  ・コ ミュニテ ィバスを新た に導入する場 合のルール と基準 

・新 たに導入を 要望される 地域の方々が 、計画を立 案されると きの留意点 

・実 際に運行を 開始するた めの手続き 

・運 行継続の基 準 

 

 

  

【従来の考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これからの考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●指針で示すこと  

住 民（企 画・計 画） 

 

運行事 業者 

計画内容 の 
調整・支援 

積極的な
利用 

サービス 
提供 

調整 

行政（企画・計画・実施）

住   民 運 行事業者 

意見・要 望 
協力 

広報 
運行委託 

行政（調整役） 

サービス提供 

計画立案 協働で運営 

●新たな制度の概念図  
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  全国 的に路線バス の撤退が進 む中、コミ ュニティバス の導入が進ん でいます。  

 

    平成 １４年 ２月に乗 合バス の規制 緩和がな され、 新規参 入や撤 退が許可 制か

ら 届出制 になり ました。 この規 制緩和 により 、採算 の悪い路 線が全 国的に 撤退

し 生活交 通の確 保が大き な課題 となっ ていま す。撤 退の相次 ぐ路線 バスに 変わ

り 、各自 治体が 地域のニ ーズに 対応す べく、 様々な 形態のバ スを運 行する よう

に なって きまし た。そし て平成 １８年 １０月 には、 地域のニ ーズに 対応す べく

様 々な形 態の輸 送サービ スの提 供を可 能とす る道路 運送法の 改正が なされ まし

た。  

 

 

    地域 公共交 通活性化 及び再 生に関 する法律 が施行 されま した。 これは地 域の

公 共交通 のおか れた状況 が厳し さを増 す中、 市町村 を中心と した地 域関係 者の

連 携によ る取り 組みを国 が総合 的に支 援する 制度と して平成 １９年 １０月 に施

行さ れています 。 

 

 

  近年地 域の実 情に応 じて様 々な仕 組みが試 みられ ていま す。京 都市伏 見区の

「 醍醐バ ス」の ように市 民が主 体とな ってコ ミュニ ティバス を導入 するも のや

福 島県南 相馬市 小高区の 「おだ かｅ（ いい） まちタ クシーの ように タクシ ーを

活用 した取り組 みがなされ ています。 

 

 

 

 

 

 

 

醍醐バス 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅまちタクシー 

２．コミュニティバスを取り巻く現状  

●道路運送法の改正  

●国からの支援制度  

●先進的な取り組み事例  



【３．コミュニティバスを導入する場合の大原則】 

 - 4 - 

 

 

   市川市で コミュニテ ィバスを 運行する場 合の原則を 以下のと おり定めま した。

これらの原 則にもとづき 交通不便地を 作成する必 要がありま す。 

 

公共 交通の空白 ・不便地域 に対応し、公 共施設、交 通結節点な どを結ぶ 

 

 

   ① 交通不便地 の解消 

②市 民ニーズへ の対応 

③事 業採算性の 確保 

④超 高齢社会へ の対応 

⑤交 通環境の改 善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

①公共交通の空白・不便地域への対応＋公共施設の連絡 

コミュニティバス 
導入の最優先 

地域 

②市民ニーズへの対応 

③事業採算性の確保 

④超高齢社会 
への対応 

⑤交通環境 
の改善 

３．コミュニティバスを導入する場合の大原則  

●コミュニティバス導入の原則  

●路線配置の原則  
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 運行計 画を作成す る要望者は、以下に 揚げる項目 に留意し計 画を作成しな ければな

りません 。 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑤バス運 行事業者 の参加・応 募がある こと 

運行計 画が確定し たのちに 、実際に運 行を担当 するバス事 業者を公 募すること

となり ますので、 バス事業 者から応募 のある実 現性のある 計画が必 要になりま

す。 

④総運行 ルートに占 める交通 不便地の割 合を 25％以上と すること  

P1７ に定 める 市川 市の 指定 する 交通 不便 地を 通行 する 割合 を ２５％ 以上 とし

ます。 

③運行の 必要性を 明確にする こと 

路線バ スの廃止代 替として 、同様の路 線を設定 することは できませ ん。何故路

線バス が廃止とな ったのか 、廃止とな った理由 を改善でき なければ 運行計画を

提案する ことはでき ません。 

②運賃は 路線バスと 同程度に 設定するこ と 

コミュ ニティバ スの運 賃体系は 路線バ スと同程 度しな ければな りませ ん。この

ことで路線 バスの利用 者を減少さ せることを防 ぎます。 

①路線バ スへの影 響を最小 限にする こと 

コミュニ ティバス を導入するこ とで、現在ある路 線バスの利 用者が減少し 、廃

止や減便 になるよ うな運行計画 とすることは できません 。路線バス を大動脈と

してコミ ュニティ バスは血管と なり、双方 の利用者を増 やすような 関係を目指

します。  

４．運行計画を作成する際の考え方  

●運行計画を作成する際の考え方  
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鉄道 駅や路線バ スのバス停 から 300ｍ以上離 れた地域を交 通不便地と 位置づけ

ます 。なお、一 日の運行便数 が４便以下 のバス停は含 めない事と します。 

 

 

② 本格運行実 行委員会 の構成員 となるこ と 

実 証実験 を踏まえ て本格運 行に移 行した 場合に、 運行を 開始した 地区の 運行実

行 委員会の構 成員となるこ ととになり ます。 

① 要望者は地 域の市民 １０名以 上で構成 することと します。  

個 人的な 要望でな いこと を確認す るため に要望者 は１０ 名以上で 構成す ること

と します。 

⑦ 運行地域周 辺の誰も が利用で きる計画 とすること  

バ ス停の 間隔は２ ００ｍ ～３００ ｍ程度 として、 運行経 路の周辺 にお住 まいの

ど なたでも利 用のしやすい 運行計画に しなければ なりません。  

⑥ 運行する全 ての周辺 自治会及 び商店会 に同意のあ ること 

コ ミュニ ティバス の運行 経路に隣 接する 自治会及 び商店 会等の同 意があ ること

と します。 

●要望をする市民団体の考え方  

●市川市の定める交通不便地の考え方 
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コミ ュニテ ィバス の導入 及び運 行継続 は以下の 手順に より進 めるこ ととな ります。 

 

新たにコミュニティバスの運行を開始する際の手順 

  ■ス テップ１ ：市民要望 の受付、 相談、市 民案の作 成 

       市は 新たなコ ミュニ ティバ スの導入 要望を 受付け ます。 市は、要 望が

導 入の 原則に合 致し ている のかど うかを 確認し ます。 この時 点で市 は公

共 性等を加味 してステップ ２に進むか を判断しま す。 

 

  ■ス テップ２ ：実証実験 協議会の 立ち上げ 、運行計 画作成 

ステッ プ１ で作成 した運 行計画 案を さらに 実現性 の高 い計画 とす るた

め専 門家を交 えた 協議会 で検討 します 。また 協議会 におけ る最終 的な決

定と総合 評価型プロポ ーザルによ り事業者を 決定します。  

 

  ■ス テップ３ ：実証実験 運行の実 施、判定 基準によ る検証 

       実証 実験によ るバス の運行 を開始し ます。 判定基 準によ り本格運 行に

移 行すべきかど うかを判定 します。 

 

  ■ス テップ４ ：本格運行 実行委員 会の立ち 上げ、運 行計画作成  

       本格 運行に移 行する には、 事業主体 となる 実行委 員会の 立ち上げ が必

須 になり ます。 実行委 員会は 、導 入を要 望する 要望者 、運行 を担当 する

バス 事業者、地 域を運行する バス事業者 、市の４者に より構成し ます。 

 

  ■ス テップ５ ：本格運行 の実施、 運行基準 による検 証 

      本格 的にバ スの運行 を開始 します。 本格運 行を継 続する 基準を満 たし

てい る間は 、運行 を継続 できま すが、 基準を 満たす 事がで きなくな った

路線は 運行を廃止 します。 

５．運行制度の考え方 

 

●導入する制度の確立  
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新た にコミ ュニテ ィバス の運行を 要望す る要望 者は、 市の考 える「 コミュニ ティ

バス 導入の 考え方」 に合致 した運 行計画 を立案 して、市 に相談 してい ただく ことに

なり ます。 市は社 会実験に よる運 行の実 績を踏 まえて、 運行計 画につ いての 相談を

受ける こととなり ます。 

 

 

市は、要望者か ら提出のあ った運行計 画案が「運行計画を 作成する際の 考え方」

に合 致して いるの かを確 認する ととも に、パブ リック コメン ト等に より、 提案さ

れた 運行計 画を公 表し、 地域に お住ま いの方々 の意見 を聴取 します 。また 必要が

あれ ば地域を運 行するバス事 業者に意見 を求めること があります 。 

 

 

・ コミュ ニティバス 導入検討申請 書 

・ ○○地 区コミュニ ティバス導入 検討同意 書（隣接自治 会及び商店会 ） 

・ 運行ル ート図 

 

 

   運行計 画が市 川市の公 共交通 として 必要かど うかを 精査し 、導入 の検討を 進め

るべ き公共 性を有 してい るかど うかに より判定 します 。また 一度運 行を開 始しま

すと 、市は 経常的 に負担 金を交 付する こととな ります ので、 市の財 政状況 等も検

証し ながら意思 決定すること となります 。 

な お、市は運 行計画に変更 を求めるこ とがありま す。 

 

 

 

 

 

 

 

５－１．コミュニティバスの導入条件（ステップ１） 

●導入する運行計画の確認  

●市の意思決定  

●導入検討協議に必要となる資料  
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  協議会で は、バ スの運 行に関し て要望 者や市 では判 断のでき ない専 門的な意 見を

構成 員から 頂きな がら、 運行計画 をより 現実的 なもの としま す。運行 事業者 に参加

いた だくこ とで事 業の採 算性や既 存路線 バスへ の影響 、ルー トの安全 性につ いても

検証し ます。 

   

 

要望 者・公 募によ り協議 会への 参加を 希望する 運行 事業者・ 地域を 運行す るバ

ス事 業者・千葉 運輸支局・道 路管理者・ 交通管理者 

 

 

  ①既 存公共交通 機関への影響 を検証しま す 

②路 線バスの再 編による対応 の可能性を 検証します 

③ア ンケートの 実施により需 要を予測し ます 

④運 行に必要と なる事業費を 検証します 

⑤運 行経路にお ける安全性を 確認します 

⑥実 証実験を行 う運行計画の 妥当性を判 断します。 

 

 

   検討さ れた運 行計画は 、実証 実験協 議会の議 決を受 けなけ れば、 実証実験 （ス

テッ プ３） への手 続きを 進める ことが できませ ん。実 証実験 協議会 の議決 の方法

は全 会一致を原 則とします。  

 

 

 

   運行事 業者の 選定は、 市の予 算額及 び協議会 の作成 した運 行計画 を示した 上で

行う 公募による 総合評価型プ ロポーザル によります。  

プ ロポー ザルに よる運行 事業者 の選定 審査は 協議会 の構成員 が担当 するこ とと

なり ます。 協議会 の構成 員が企 画提案 に参加す る場合 は審査 員から 除外す ること

とし ます。 

５－２．実証実験協議会（ステップ２） 

※判定基準  実証実験の 着手は協議 会の全会一致 により決定 

●構成員 

●主な検討事項 

●総合評価型プロポーザルによる運行事業者選定 

●実証実験協議会の議決  
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①企 画提案 は以下 に掲げ る項目 の提案 を受ける ことに より、 その内 容を総 合的に

判 断する ことと します。 なお、 協議会 の総意 により 提案項目 を変更 するこ とが

でき ることとし ます。 

    運行 ルート 、運賃設 定、運 行時間 帯、運行 台数、 運行便 数、運 行間隔、 運行

経 費、安全運転 実施計画、バス 停（仕様・箇所数・場 所）、使用車 両、受託希望

金 額、業務処理 計画(日程)、一 般乗合旅客 自動車運行 事業実績、増収 増益策、利

用 促進策、サ ービスの提供 方法、その 他 

②プ ロポーザル による審査基 準は、以下 に掲げる項目 とします。  

(1)事業実施に 対する基本 的な考え方 

(2)安全運転、 安全管理の 考え方 

(3)乗合旅客運 送事業者と しての実績 

(4)創意工夫の 発揮の考え 方 

(5)受託希望金 額（提案の あった受託 希望金額で 運行を受託し ていただくこ ととな

ります ） 

 

 

   総合評 価型プ ロポーザ ルに運 行事業 者の応募 のない 場合、 若しく は、市の 設定

する 評価点 に達し ない場 合には 、運行 計画の見 直しが 必要に なりま す。な お、総

合評 価型プ ロポー ザルを ２回に わたり 実施して も事業 者の選 定がで きない場 合は、

一度 協議会を解 散し、運行計 画を要望者 に差し戻す事 となります 。 

 

 

   運行事 業者か ら提案さ れた運 行計画 により、 要望者 ・運行 事業者 ・地域を 運行

する 運行事 業者・ 市の４ 者によ り運行 計画の細 部に渡 り再検 討する 。カー ブミラ

ーや 停止線 の引き 下げな ど、必 要な安 全対策を 施した 後に運 行開始 日を決 定し、

最終 的な実証実 験協議会の議 決を受ける こととします 。 

 

 

   実証実 験協議 会の議決 を受け て運行 事業者は 、運行 に係る 諸手続 きを進め るこ

とと なります。 

 

●総合評価型プロポーザルで事業者が選定できない場合 

●運行計画の最終決定 

●運行開始に伴う申請 
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   実際に バスを 運行して 運行計 画が適 正なのか どうか を判定 します 。なお、 市の

設定 する基準を 満たさない場 合には本格 運行に移行す ることはで きません。 

 

  実証 実験期間の 事業主体は 市となります 。市と 運行事業者が 協定を結び 運行する

こと となります 。なお、 運行事業 者は、市に 対して補 助金の交付 手続きをし なけれ

ばな りません。 

 

 

   実証実 験の開 始時期は 、市が 半年間 の実証実 験に要 する予 算を確 保できて いる

こと 及び年度内 に実験を完了 できる時期 になります。  

 

 

   実証実 験に必 要となる 運行車 両及び バス停等 の準備 は、企 画提案 型プロポ ーザ

ルに おいて減価 償却期間によ る平準法に より計上する こととしま す。 

 

 

 実験期間は 半年間としま す。 

 

  

  ①半 年間の採 算率が３ ０％以上 であること  

   （採算 率は、 収入（運 賃収入 、広告 制度、協 賛制度 等）と 運行に 必要なラ ンニ

ング コスト（バ スの減価償 却等の初期 費用を除く） の割合によ り算出します 。 

 

 

  ②沿 道住民ア ンケート 調査 

    採算率を達 成した場合に は、沿道 住民へのアン ケート調査 を実施しま す。（ル

ー トに隣接 （200ｍ 程度）す る町丁か ら住民 登録によ る無作為 抽出）ア ンケー

トの 結果、回収率 が 35％以 上であるこ と、回答のあっ た方のうち「既 に利用し

て いる方 」と「 利用して いない が今後 利用意 向のあ る方」の 合計が ６５％ 以上

５－３．実証実験の実施方法と判断基準（ステップ３） 

※判 定基準 本 格運行に移 行できる採 算率は３０％ 以上 

●実証実験の開始時期 

●実験の期間 

●本格運行への移行基準 

●実証実験運行の事業主体 

●実証実験に要する備品の準備 
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であ ることが条 件となりま す。 

  

 

※判定基準 ・アンケート の回収率が ３５％以上 

      ・アンケー トの回答の うち、「既 に利用して いる方」と「利

用 していないが 今後利用意 向のある方 」の合計が 

６５％以上  
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   実証実 験によ り本格運 行への 移行が できるこ ととな った地 区にお いては、 要望

者の 代表、 運行事 業者、 地域を 運行す るバス事 業者、 市の４ 者によ る○○ 地区本

格運 行実行 委員会 を立ち 上げま す。当 面は、実 行委員 会が運 行にお ける事 業主体

とな り、その後 の運行管理や 負担金の交 付手続きを行 うこととな ります。 

 

 

 ①本格運行後 の事業主体 となる 

 ②運行計画の 見直し 

 ③負担金の交 付 

 

 

  実行委 員会は 、任意 団体とし て構成 し、市か ら独立 した団 体とな ります。 要望

者 には、 この実 行委員会 の会長 を務め ていただ く事に なりま す。なお 、実行 委員

会 の事務は、 市交通計画課 が行うこと となります 。 

  

 

   「市川 市公共 交通協議 会」の 承認を 受ける事 としま す。公 共交通 協議会に おけ

る承 認が得 られな い場合 は、問 題点を 改善し、 承認の 得られ るよう に運行 計画を

改善 しなければ なりません。  

   

 

 

 

 

 

 

市川市公共 交通協議会 とは、 

 地 域の 多様 な形 態の ニー ズに 対応 し た輸 送サ ービ スを 提供 する こと を目 的

として、平成１ ８年度道路 運送法が改正 、そ して平成１ ９年度には、地域 公共

交通の活性 化及び再生 に関する法律 が制定され た。この二つ の法律はそ れぞれ

協議会を設 けることと なっているが 、兼ねること ができる旨 のガイドライ ンが

示されたこ とから、地域 の公共交通に 係る方々の 参画により 平成２０年１ ２月

に「 市川市公共 交通協議会」を設 置した。この協 議会で承認 を得ること で運行

許可等の諸 手続き期間 の短縮や運賃 設定に関する 規制緩和 、国からの支援 が受

けられるこ ととなる。  

５－４．○○地区本格運行実行委員会の立ち上げ、 

運行計画の再検討(ステップ４) 

※判定基準  本格運行 の実施には 市川市公共交 通協議会の議 決が必要 

 

●実行委員会の責務 

●公共交通協議会による運行計画の承認 

●実行委員会の位置づけ 
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 本格的 にバスの運 行を開始しま す。本格運行を 継続する基 準を満たして いる間は、

運行を継続 できますが 、基準を下 回った場合に は運行を廃 止します。 

 

①実行 委員会での 協議を経て運 行計画を確 定します。 

②運 行開始 日を設 定し、 市川市公 共交通 協議会 の承認 を受け 運行事 業者は、 国土

交通 省に運行許可 の申請を行 います。（運行許可 が下りるま でには１～ ３ヶ月程

度の 審査期間が 必要になりま す。） 

  

 

  ①本 格運行開始 のための周知 を実施しま す。（市は広 報・ホームペ ージで周知 ） 

  ②市 は時刻表を 作成します。  

  

 

   実行委 員会の 設立に当 たり定 める規 約等に基 づき市 川市は 負担金 を支払う こと

になりま す。 

 

 

   実行委 員会は 、運行の 状況を 加味し て運行計 画の変 更をす ること ができま す。

採算 の確保 が難しい 場合や 、運行 計画の 拡大等 につい て検討を するこ とがで きる

こと としま す。ただ し、運 行計画 を変更 するに は、市 川市及び 市川市 公共交 通協

議会の議 決を必要 とします。 

 

 

  （1）運 行を継続す るための採算 率 

本格 運行を 開始し た後に は、運 行継 続を判 断する 基準に より毎 年採算 率を

確認し ます。 基準で ある ４０％ を２ヵ 年間連 続して 下回っ た場 合には 運行を

取りやめる こととなり ます。 

  

 

５－５．本格運行の実施、運行基準による検証（ステップ５） 

※ 判定基準  運行継続 に必要な採 算率は 40％以上 

２カ年間連続 で採算率を下 回ったら運 行廃止 

●手続き 

●運行開始までの準備 

●運行開始後の運行継続 

●負担金の支払い 

●運行計画の変更 
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（2）実行 委員会の存 続 

   本格運 行を継 続するた めには 、実行委 員会の 存続が必 要不可 欠となり ます。

構 成員に不 足が生 じて実 行委員会 が存続 できない 場合には 運行の 継続は できな

い こととなり ます。 

  

 

 

   運行の 廃止は 、２カ年 間に渡 り基準 となる採 算率を 下回っ たこと が確定し た時

点で 市川市 公共交 通協議 会に廃 止の提 案をしま す。そ の後速 やかに 廃止の 手続き

を実 施し、少な くとも３ヶ月 以内には運 行を廃止しな ければなり ません。 

●運行廃止の時期 

※  判定 基準 実行 委員会が解 散したら運行 は継続でき ない 
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 ①使用車両 

   使 用する車両 は、バリアフ リー対応で あることと する。 

 ②バス停の設置要 件 

・ 交差点の 直近には設 置しない 

・ カーブの 途中等の見 通しの悪い場 所には設置 しない 

・ 相対する バス停は１ ５ｍ以上離さ なければな らない 

・ 可能な限 り車椅子等 の利用に配慮 すること 

・ 隣接する 駐車場等車 の出入りに配 慮する 

・ 歩道のな い道路に設 置する場合に は、利用者 の待機場所 の確保にも留 意する 

・ 坂道には 設置しない  

・ 隣接する 地権者から 了解のあるこ と 

 ③通行できる道路 

・ 幅員の二 分の一がバ ス車体よりも 25ｃｍ 以上広いこと  

・ 一方通行 道路では、 道路がバスの 車体より 50ｃｍ以上 広いこと 

・ 高さや幅 員、重量等 の規制のある 場合それに 適応している こと 

・ 通行に支 障のある起 伏のないこと  

 ④通過できる交差点 の状況  

・ 使用する 車両の軌跡 図により安全 な通行が確 保できるこ と（判断ので きない場

合は市に 相談すること ） 

 ⑤起終点の基準 

   起点及 び終点 では、利 用者の 乗降が 安全に行 えるこ と、切 り替え しするこ とな

く運 行車両 の転回 が可能 であり 、なお かつ他の 交通に 支障を 与えず に時間 調整が

でき ることが必 要となります 。 

 ⑥同意書が必要となる自治 会及び商 店会 

   運行す ること の影響に 配慮し 、運行 経路に接 する全 ての自 治会及 び商店会 を対

象と します 。運行 経路を 変更す る場合 には、変 更する 経路の 自治会 及び商 店会と

の同 意が必要と なります。 

 

６．運行計画策定に当っての技術基準  
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 ①交通 不便地 

   鉄道駅 及び路 線バス停 から３ ００ｍ 以上はな れてい る地域 を交通 不便地と 定義

する 。なお、一 日に４便以下 のバス路線 は対象外とし ます。 

公共交通サービス圏域の比較 

【北東部・南部ルート走行以前】     【北東部・南部ルート走行時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      鉄道駅から 300ｍ圏内        バス停から 300ｍ圏内  

 

 ②採算 率 

   採算率 とは、 バスの運 行にお ける運 行に要し た運行 経費と 運賃収 入や広告 ・協

賛等 の収入の割 合    ※ 運賃収入÷ランニ ングコスト 

 ③ラン ニングコ スト 

   運行に 必要と なる経費 から運 行開始 にともな い発生 する額 を差し 引いた。 運行

継続 に関する経 費の合計 

 

７．用語説明  
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④要 望者 

   コ ミュニティ バスの運行を 希望する団 体 

 ⑤交通 管理者 

   運 行するルー トを管轄する 警察署 

 ⑥道路 管理者 

   国道は国ま たは県、県道 は県、その他 市道につい ては市 

⑦運 行事業者 

  コミ ュニティ バスを 運行す る事業者 、バス の場合 には、一 般乗合 旅客運 行事業

者と なりますが 、車両の大き さによって タクシーの事 業者を指す こともある 。 

⑧実 証実験運 行 

   道路運 送法２ １条２号 の規定 により 、一年間 を限度 として 実験的 にバスを 走ら

せて みる手法。 

 ⑨本格 運行 

   道 路運送法４ 条の規定によ り、路線 バスと同様 に継続的に バスを運行す る制度。 
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　　　　　　平成　　年　　月　　日
　市川市長　　　　　　　　　

　次の内容によりコミュニティバス導入の検討について申請します。

○要望者

　要望団体名称

　代表者 氏名 住所 電話

E-MAIL

　構成員 氏名　　2 住所 電話

3 住所 電話

4 住所 電話

5 住所 電話

6 住所 電話

7 住所 電話

8 住所 電話

9 住所 電話

10 住所 電話

○関係団体

　隣接自治会名

　隣接商店会名

○運行計画

ルート名称

起終点 終点名
（住所）

運行ルート

時刻表

運賃

運行本数（日）

ルート走行距離

想定乗車人員

-20-

（　　　　　　　　　　　　）

作成ができていれば添付してください（別添可能）

（　　　　　　　　　　　　　）

地図添付（別添可能）

起点名
（住所）

導入を希望する理由

コミュニティバス導入検討申請書



運行計画作成の考え方の確認

運行計画を作成する際の考え方を示してください。

○運行計画編

　路線バスへの影響を最小限とする

　運賃は路線バスと同程度をすること

　運行の必要性を明確にすること

　総運行ルートに占める交通不便地の割合を２５％以上とすること

　バス運行事業者の参加・応募のあること

　運行する周辺自治会及び商店会に反対のないこと

　運行地域周辺の誰もが利用できる計画とすること

○要望団体編

　要望団体は１０名以上で構成することとします

　本格運行実行委員会の構成員となること

コミュニティバス導入検討申請書

-21-



 - 22 - 

平 成  年  月  日  

 

市川 市長  

 

                        ○○○○ 自治会  

 

○ ○地区コミュニ ティバス導 入検討同意書  

 

 ○ ○○○○ ○○ ○自治 会は、 ○○○○ ○○ ○○の計 画す る○○地 区コ

ミュニテ ィバス導入検 討案に賛同し 協力します。  

 

                      

                 

                  連絡先  

○○○○ 自治会 ○○ ○○  

  住所 ○○○○－○ －○  

電話 000-000-0000 
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平 成  年  月  日  

 

市川 市長  

 

                        ○○○○ 商店会  

 

○ ○地区コミュニ ティバス導 入検討同意書  

 

 ○ ○○○○ ○○ ○商店 会は、 ○○○○ ○○ ○○の計 画す る○○地 区コ

ミュニテ ィバス導入検 討案に賛同し 協力します。  

 

                      

                 

                  連絡先  

○○○○ 商店会 ○○ ○○  

  住所 ○○○○－○ －○  

電話 000-000-0000 
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 市川市 では、市川市コ ミュニティ バス運行指針（ 以下「指針」とい う）を策定す

ることと なり、今 後新たな 地域で運 行を開始す る際の手 順と基準 を定めるこ ととな

ります。 既に平成 １７年１ ０月から 運行を開始 している 北東部ル ート及び南 部ルー

トにおい てもこの 指針に照 らして今 後の運行の 継続を判 断してい くことが望 ましい

と考えてい ます。 

 

現 在の運 行地域 である北 東部及 び南部 ルート の平成 １９年度 の運行 実績と して

は、 利用者数が 119 千人、採 算率が 43.2％ 、南部ルー トは利用者数 が 321 千

人、採算率は 43.1％となっ ており、原油高によ るランニン グコストの増 大という

不安 材料は あるも のの、 現在（ 平成２ ０年８月 現在） も利用 者は増 加して おりま

すの で今後も運 行継続の継続 は可能であ るものと考え られます。  

  

 

   現在の 社会実 験地域は 、市内 を都市 計画マス タープ ランの 地域別 構想に基 づき

市内 の４地 区（北 西部・ 北東部 ・中部 ・南部） をバス の利用 のしや すさ等 により

相対 評価し 、コミ ュニテ ィバス の効果 が発揮さ れやす い地域 として 、地域 内の交

通不 便地を解消 すべく運行を 開始してき ました。 

   計画の 策定か ら実際の 運行ま での手 続きを、 市と運 行事業 者によ り決定し てき

た経 緯があ り、こ の結果 、新た に定め る指針に 位置づ けをし ている 市民団 体が存

在せ ず、実 行委員 会が構 成でき ない状 況となっ ていま す。こ のこと から両 ルート

にも ルート全体 を見渡せる市 民団体の設 立が必要とな っています 。 

   また、 実行委 員会は、 運行管 理や計 画の変更 等を運 行事業 者、市 と協働し て検

討す るというと ても重い責務 を担うこと となります。  

   

 

   市民団 体を公 募等によ り参加 意欲の 高い市民 に協力 を求め ること も考えら れま

すが 、地域 性に偏り が発生 するこ とも懸 念され ます。 公募によ りルー ト全体 を見

渡す ことの できる組 織を構 成する ことは とても 難しい 作業にな ると考 えられ ます。 

このこ とか ら一度ル ート沿 道の全 ての地 域から 代表者 の参集 を求め 、実行 委員会

附則 平成１７年からの社会実験運行地域の取扱い 

●運行状況 

●問題点 

●市民団体設立の考え方 
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への参加 意欲等と見 ながら組織を 構成するこ ととしたい と考えていま す。 

 

 

   指針の 策定後 、現在の 運行ル ートに おいて速 やかに 実行委 員会を 立ち上げ るこ

とが 望まし いと考え られま す。今 後市が 市民団 体を組 織するこ とを促 進する こと

となりま すが、平成 22 年度の運行 終了までに 市民団体等が 結束せず、実 行委員

会の 立ち上 げができ ない事 態とな った場 合には 、地域 ・運行事 業者・ 市の協 働体

制に 向けて の地域か らの参 画が得 られな いと判 断し、 現在の運 行を廃 止する こと

とします 。 

 

  

 

判定 基準  平 成２ ２年 度末 まで に実 行委 員会 を構 成す る市 民団 体が 結

束できない 場合は現在 の地域での 運行を廃止 

●市民団体が組織できない場合 


